
 

議案第５７号 

 

   狭山市消防団条例の一部を改正する条例 

 狭山市消防団条例（昭和３０年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第１５条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。 

 第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

 （報酬及び費用弁償の支給方法） 

第１７条 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第１４号）の例による。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第１７条を第１８条とし、

第１６条の次に１条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

  平成２８年９月２日提出 

 

         狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 消防団員の副部長の階級を廃止することに伴い、所要の改正をするとともに、報酬

及び費用弁償の支給方法に係る規定を設けたいので、この案を提出するものである。 


